
大阪市住之江区南港北二丁目１番10号

備　　考

随意契約によるこ
ととした理由

本賃貸借は、大阪港北港南地区航路（-16m）浚渫工事に伴い、排砂管等の
仮置き及び組立作業ヤードとして使用するため借入するものである。
当所の借入条件①排砂管の仮置き及び組立作業が可能な場所②面積
（8,150㎡）③期間（約８ヶ月うち今回申請は３ヶ月分）に見合う用地は大阪市所
有の当該用地しかない。
よって、大阪市と会計法第29条の3第4項の規定に基づき随意契約を行うもの
である。

大阪港湾局長　中小路　和司

予 定 価 格

契 約 金 額

契約の相手方の氏名
及 び 住 所

¥5,577,654

契 約 年 月 日

契約担当官等の氏名
並びにその所属する
部局の名称及び所在

地

¥5,577,654

随  　意 　 契　  約 　 結　  果 　 書

物品等又役務の名称
及 び 数 量

大阪港大正地区鶴浜ヤード賃貸借(その４)

分任支出負担行為担当官　近畿地方整備局
大阪港湾・空港整備事務所長　下田　潤一

大阪市港区弁天１丁目２番１－１５００号

令和7年11月6日


